
一
頁

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ

た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
配
偶
者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
夫
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
夫
、
」
を
削
る
。

第
十
六
条
の
三
第
四
項
を
削
る
。

第
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
の
一
」
を
「
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
夫
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
の
一
」
を
「
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
申
請
を
し
、
」
の
下
に
「
徴
収
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
で
あ
つ
て
こ
の
保
険

に
係
る
保
険
関
係
に
係
る
も
の
、
業
務
災
害
の
防
止
に
関
す
る
活
動
に
係
る
業
務
そ
の
他
の
こ
の
保
険
に
係
る
保
険
関
係
に

係
る
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
団
体
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
」
を



二
頁

加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
の
団
体
」
を
「
の
承
認
を
受
け
た
団
体
（
以
下
「
承
認
団
体
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
団
体
に
」

を
「
承
認
団
体
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
団
体
が
」
を
「
承
認
団
体
が
、
」
に
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く

は
」
に
改
め
、
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
」
を
加
え
、
「
団
体
に
」
を
「
承

認
団
体
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
団
体
」
を
「
承
認
団
体
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

政
府
は
、
承
認
団
体
に
お
い
て
こ
の
保
険
に
係
る
保
険
関
係
に
係
る
業
務
の
運
営
に
関
し
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
承
認
団
体
に
対
し
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
保
険
給
付
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て
こ
の
保
険
の

適
用
事
業
に
係
る
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
の
実
施
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
、
障
害
補
償
給
付
、
遺
族
補
償
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族

給
付
、
障
害
給
付
及
び
遺
族
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と

き
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
保
険
給
付
（
二
次
健
康
診
断
等
給
付
を
除
く
。
）
の
原
因
で
あ
る
事
故
に
係
る
疾
病
が
、
そ
の
性



三
頁

質
上
、
第
十
二
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
災
害
補
償
の
事
由
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
給
付
を
支
給
す
べ
き

事
由
に
該
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
第
二
十
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
条
の
七
第
一
項
若
し
く

は
第
二
十
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
を
支
給
す
べ
き
事
由
に
該
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
又
は
第
二
十
二
条
第
一

項
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
を
支
給
す

べ
き
事
由
に
該
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
疾
病
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
本
文
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
年
」
と
す

る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

障
害
補
償
給
付
、
遺
族
補
償
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
障
害
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
給
付
、
障
害
給
付
及
び
遺

族
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
つ
て
消

滅
す
る
。

第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
」
を
「
承
認
団
体
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
を
加
え
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る



四
頁

団
体
」
を
「
承
認
団
体
」
に
、
「
団
体
の
」
を
「
承
認
団
体
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
場
合
」
を
「
と
き
。
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
当
該
職
員
の
」
を
削
り
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
場
合
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
」
を
「
承
認
団
体
」
に
改
め
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
そ
の

違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
場
合
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
当
該
職
員
の
」

を
削
り
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
場
合
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
同

条
」
を
「
同
項
」
に
、
「
場
合
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
」
を
「
承
認
団
体
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
」
を
「
承
認
団
体
」
に
、
「
又
は
団
体
」
を
「
又
は
承
認
団
体
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
遺
族
補
償
年
金
の
項
中
「
一
五
三
日
分
。
た
だ
し
、
五
十
五
歳
以
上
の
妻
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障

害
の
状
態
に
あ
る
妻
に
あ
つ
て
は
、
給
付
基
礎
日
額
の
一
七
五
日
分
と
す
る
。
」
を
「
一
七
五
日
分
」
に
改
め
る
。

（
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



五
頁

第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
配
偶
者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
夫
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
夫
、
」
を
削
る
。

第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
五
十
三
日
（
五
十
五
歳
以
上
の
妻
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
に
あ

る
妻
に
あ
っ
て
は
、
百
七
十
五
日
）
」
を
「
百
七
十
五
日
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
第
六
号
中
「
夫
、
」
を
削
る
。

第
百
四
十
二
条
第
一
項
中
「
よ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
は
」
を
「
よ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
」
に
改
め
、
「
、
そ
の

他
の
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
は
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
」
を
削
り
、
同
項
に

次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
休
業
手
当
金
の
原
因
で
あ
る
事
故
に
係
る
疾
病
が
、
そ
の
性
質
上
、
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
業

手
当
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
に
該
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
疾
病
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
休
業
手
当
金
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
本
文
中
「
二
年
」
と
あ
る
の

は
、
「
五
年
」
と
す
る
。



六
頁

第
百
四
十
二
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
保
険
給
付
以
外
の
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
五
年

を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
夫
、
」
を
削
る
。

（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を

含
む
。
）
」
を
「
配
偶
者
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
夫
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
」
を
削
り
、
同
号
ニ
及
び
同
項
第
三
号
ホ
中
「
夫
、
」
を
削
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
第
三
項
の
」
を
「
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
団
体
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
承
認
団
体
」
に
改
め
る
。

（
労
働
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



七
頁

第
百
十
五
条
中
「
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
」
を
削
り
、
「
（
賃
金
」
を
「
（
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
災
害

補
償
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の
請
求
権
は
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
二
年
間
行
わ
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の
原
因
で
あ
る
事
故
に
係
る

疾
病
が
、
そ
の
性
質
上
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
又
は
第
八
十
条
に

規
定
す
る
災
害
補
償
の
事
由
に
該
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
疾
病
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
災
害
補
償
の
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
本
文
中
「
二
年
間
」
と
あ
る
の
は
、

「
五
年
間
」
と
す
る
。

第
百
四
十
三
条
第
三
項
中
「
第
百
十
五
条
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

（
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



八
頁

第
十
二
条

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
十
一
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
五
条
並
び
に
附
則
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十

三
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
労
働
者
災
害
補

償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
及
び
遺
族
年
金
に
お
け
る
遺
族
の
範
囲
及
び
順

位
、
受
給
権
の
消
滅
並
び
に
支
給
の
停
止
に
係
る
規
定
（
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
号
。
同
条
に
お
い
て
「
昭
和
四
十
年
労
災
保
険
法
改
正
法
」
と



九
頁

い
う
。
）
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
、
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
五
号
。
同
条
に
お
い
て
「
昭
和
四
十
八
年
労
災
保
険
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
五
条
第
一
項
又
は
附
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二

年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
の
期
間
に
係
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
、
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
及
び

遺
族
年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
承

認
を
受
け
て
い
る
団
体
は
、
施
行
日
に
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
以
下
「
新
労
災
保

険
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
三
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
新
労
災
保
険
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
と
み
な
す
。

第
四
条

施
行
日
前
に
さ
れ
た
新
労
災
保
険
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
に
相
当
す
る
事
業
の
実
施
に
係
る



一
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処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
関
す
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条

施
行
日
前
に
生
じ
た
新
労
災
保
険
法
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
に
相
当
す
る
疾
病
に
よ

る
事
故
を
原
因
と
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

施
行
日
前
に
お
い
て
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
に
お
け
る
遺
族
の
範
囲
及

び
順
位
、
受
給
権
の
消
滅
並
び
に
支
給
の
停
止
に
係
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
の
期
間
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
条

施
行
日
前
に
生
じ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定

め
る
疾
病
に
相
当
す
る
疾
病
に
よ
る
事
故
を
原
因
と
す
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
休
業
手
当
金
を
受
け
る
権
利
の
消
滅

時
効
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

施
行
日
前
に
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
給
付
を
受
け
る
権
利
が
生
じ
た
石
綿
に
よ
る
健
康
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被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
死
亡
労
働
者
等
の
遺
族
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
遺
族
年

金
に
お
け
る
遺
族
の
範
囲
及
び
順
位
並
び
に
受
給
権
の
消
滅
に
係
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
労
働
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条

施
行
日
前
に
生
じ
た
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法
第
百
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め

る
疾
病
に
相
当
す
る
疾
病
に
よ
る
事
故
を
原
因
と
す
る
労
働
基
準
法
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
の
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十

二
条
第
二
項
の
任
意
適
用
事
業
に
該
当
す
る
事
業
（
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災

害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
第
二
号
改
正
前
昭
和
四
十
四
年
整
備
法
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
労
災
保
険
に
係
る
労
働
保
険
の
保
険
関
係
（
以
下
「
労
災
保
険
に
係



一
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る
保
険
関
係
」
と
い
う
。
）
が
成
立
し
て
い
る
事
業
を
除
く
。
）
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
三
条
第
一
項
の
適
用
事
業

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
け
る
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
中
「
開
始
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
の
適
用
事
業
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
」
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を

含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
十
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。



一
三
頁

第
七
条
第
二
号
中
「
（
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料

の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十

九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

（
国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
附
則
第
十
九
条
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行

日
」
と
い
う
。
）
前
に
発
生
し
た
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
、
複
数
事
業
労
働
者
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
七
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
複
数
事
業
労
働
者
を
い
う
。
附
則
第
十
九
条
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
二
以
上

の
事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
附
則
第
十
九
条

及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
で
あ
っ
て
、
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
の
成
立
前
に

発
生
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
第
二
号
改
正
前
昭
和

四
十
四
年
整
備
法
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
の
三
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
給
付
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
二
号
改
正
前
昭
和
四
十
四
年
整

備
法
第
十
九
条
第
一
項
の
特
別
保
険
料
に
係
る
延
滞
金
の
徴
収
に
関
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
等
の
債
権
債
務



一
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等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
端
数
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
昭
和
四
十
年
労
災
保
険
法
改
正
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

昭
和
四
十
年
労
災
保
険
法
改
正
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
夫
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を

含
む
。
以
下
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
」
を
削
り
、
「
の
一
」
」
を
「
の
い
ず
れ
か
」
」
に
、
「
の
一
（
第
六
号
を
除

く
。
）
」
を
「
（
第
六
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
夫
」
を
削
る
。

（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
を
加
え
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

団
体
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
承
認
団
体
（
第
四
十
八
条
に
お
い
て
単
に
「
承
認
団
体
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
団
体
の
」
を
「
承
認
団
体
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
場
合
」
を
「
と
き
。
」
に
改

め
、
同
条
第
四
号
中
「
当
該
職
員
の
」
を
削
り
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
場
合
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。



一
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第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
場
合
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
当
該
職
員
の
」
を
削
り
、

「
又
は
」
の
下
に
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
場
合
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
労
災
保
険
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
」
を
「
承
認
団
体
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
労
災
保
険
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
」
を
「
承
認
団
体
」
に
、
「
又
は
団
体
」
を
「
又
は
承
認
団

体
」
に
改
め
る
。

（
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
及
び
附
則
第
十
九
条
に
お
い
て
「
昭
和
四
十
四
年
整

備
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
（
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
船
員
保
険
の
被
保
険

者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条

昭
和
四
十
四
年
整
備
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



一
六
頁

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で

削
除

第
八
条
の
二
を
削
る
。

第
十
四
条
中
「
旧
労
災
保
険
法
」
を
「
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
災
保
険
法
（
以
下
「
旧
労
災
保
険
法
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
及
び
」
を
「
徴
収
法
第
三
条
に
規
定
す
る
労
災
保
険
に

係
る
労
働
保
険
の
保
険
関
係
及
び
徴
収
法
第
四
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で

削
除

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
新
労
災
保
険
法
」
を
「
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
災
保
険
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
を
削
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中
「
労
災
保
険
」
を
「
労
働
者
災
害
補
償
保
険
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
四
十
四
年
整
備
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



一
七
頁

第
十
九
条

第
二
号
施
行
日
前
に
発
生
し
た
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
、
複
数
事
業
労
働
者
の
二
以
上
の
事
業
の
業
務
を

要
因
と
す
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
で
あ
っ
て
、
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
の
成
立

前
に
発
生
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
改
正
前
昭
和
四
十
四
年
整
備
法
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
第

二
号
施
行
日
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
改
正
前
昭
和
四
十
四
年
整
備
法
第
十
八

条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業

主
の
申
請
が
第
二
号
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
の
成
立
後
」
と

あ
る
の
は
、
「
当
該
申
請
の
時
」
と
す
る
。

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
百
四
十
二
条
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第

号
）
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
」
を
加
え
る
。



一
八
頁

（
昭
和
四
十
八
年
労
災
保
険
法
改
正
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

昭
和
四
十
八
年
労
災
保
険
法
改
正
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
夫
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含

む
。
）
、
」
を
削
り
、
「
の
一
」
」
を
「
の
い
ず
れ
か
」
」
に
、
「
の
一
（
第
六
号
を
除
く
。
）
」
を
「
（
第
六
号
を
除

く
。
）
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
九
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
失
業
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
労
働
保

険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十

五
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
特
別
保
険
料
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
労
災
保
険
の
特
別
保
険
料
」
と
い
う
。
）
を
含

む
。
」
を
削
る
。

第
百
二
条
第
一
項
中
「
、
同
項
第
三
号
の
二
」
を
「
及
び
同
項
第
三
号
の
二
」
に
改
め
、
「
及
び
労
災
保
険
の
特
別
保
険

料
の
額
」
を
削
る
。



一
九
頁

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

第
二
号
施
行
日
前
に
発
生
し
た
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
、
複
数
事
業
労
働
者
の
二
以
上
の
事
業
の
業
務

を
要
因
と
す
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
で
あ
っ
て
、
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
の
成

立
前
に
発
生
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
第
二
号
改
正

前
昭
和
四
十
四
年
整
備
法
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
八
条

の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
給
付
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
二
号
改
正
前
昭
和
四
十

四
年
整
備
法
第
十
九
条
第
一
項
の
特
別
保
険
料
に
関
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
九
十

九
条
第
三
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
夫
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
を
含

む
。
）
、
」
を
削
り
、
「
の
一
」
」
を
「
の
い
ず
れ
か
」
」
に
、
「
の
一
（
第
六
号
を
除
く
。
）
」
を
「
（
第
六
号
を
除

く
。
）
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。



二
〇
頁

理

由

就
業
構
造
の
変
化
や
働
き
方
の
多
様
化
等
を
踏
ま
え
、
労
働
災
害
に
対
す
る
幅
広
い
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
整
備
す
る
た

め
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
遺
族
補
償
年
金
に
お
け
る
支
給
要
件
等
の
見
直
し
、
特
定
の
事
業
を
労
働
者
を
使
用
し
な
い
で

行
う
こ
と
を
常
態
と
す
る
者
等
を
構
成
員
と
す
る
団
体
が
同
保
険
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
の
法
定
化
、
同
保
険
の
適
用

事
業
に
関
す
る
暫
定
措
置
の
廃
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


